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第１２８回  女川原子力発電所環境保全監視協議会議事録  

 

開催日時：平成２６年２月２１ 日  午後１時 ３０分から  

開催場所：ＫＫＲホテル仙台  ２階  蔵王の間  

出席委員数： ２３人  

会議内容：  

 

１．開会  

司会：  ただ今から、第１２８ 回女川原子力発電所環境保全監視協

議 会 を 開 催 い た し ま す 。 本 日 は 、 委 員 数 ３ ５ 名 の と こ ろ 、  

２３名のご出席をいただいております。本協議会規程 第５条

に基づく定足数は過半数と定められておりますので、本会は

有効に成立していることを御報告いたします。  

 

２．あいさつ  

司会：  それでは開会にあたりまして 、若生副知事からごあいさつ

を申し上げます。  

 

（若生副知事あいさつ）  

 

３．新委員の紹介  

  司会：  続きまして、この度新たに本協議会の委員に就任された方

々を御紹介いたします。  

東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 教 授 の 尾 定 誠 委 員 で ご ざ い ま

す。  

宮城県県議会議員の外崎浩子委員でございます。  

宮城県県議会議員の菊地恵一委員でございます。  

以上でございます。  

   

司会：  それでは、若生会長に 議長をお願いし、議事に入らせてい

ただきます。  

 

３．議   事  

   

議 長 ：  そ れ で は 早 速 、 議 事 に 入 ら せ て い た だ き ま す 。 確 認 事 項

イ の 「 女 川 原 子 力 発 電 所 環 境 放 射 能 調 査 結 果 」 に つ い て 、

説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

（１）確認事項  

  イ  女川原子力発電所環境放射能調査結果（平成２５年度第３四半

期報告）について  

    （事務局，東北電力から説明）  
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議長：  ありがとうございました。ただいま、県並びに東北電力の

ほうから説明ございましたけれども、ご質問あるいはご意見

等ございましたら、お願いいたします。どうぞ。  

 

長谷川委員：  １つは、この前も言った ことですが、ＮａＩの 空間

ガンマ線線量率の測定で、従来型と可搬型と ではちょっとレ

ベルが違うことです。それは（従来型では） 下に遮蔽板があ

るせいだろうとわかっては いますが、この点についての説明、

なぜ（ 2 種の）ＮａＩ型でどうしてこう違うのか を説明を入

れておいていただいたほうがよろしいんじゃないか と思いま

す。それからも う１つ、先ほどの例えば 11 ページの欠測のと

ころ、定期点検と ありますけれども、伺ったところ機器の入

れ替えでこの欠測があったと のことでした。定期点検以上の

ことを行っているわけですから、 機器を入れ替えましたとい

うことをはっきり具体的に書いていただ きたいと思います 。

単にいつも定期点検、定期点検で済ますんじゃなくて、 何か

変わったことがあれば、その原因がわかっている のですから、

ワンフレーズか単語１つでも説明してもらうのがよろしいん

じゃないかと思います。  

 

議長：  事務局、どうですか。よろしいですか。  

 

事務局：  先生が前回の協議会でもＮａＩの件についてはご指摘を

いただいていますし、 私たちの ほうで検討させていただきま

した。それで、もっともと我々も思っておりますので、済み

ません、これには間に合わなかったんでございますが、必ず

追記をさせていただきたいと思います。それから、今ご指摘

がありましたように、定期点検の中でも特別な定期点 検、通

常のただ単に機器の調整だけではなくて、今回入れ替えを伴

うようなものについてはできるだけ具体に記載するようにさ

せていただきたいと。今回のこの印刷物のほうからそういう

ことをさせていただきたいとは思いますので、その辺につき

ましては事務局のほうにご一任いただければと思います。  

 

長谷川委員：  それから、 ＮａＩ以外のどの装置で測っても（同じ

所を測れば） ほとんど同じ値が出なければいけないんです。

電離箱であろうが何であろうが。 その点の説明を さらに加え

ていただくとよろしい のじゃないかと思います。  

 

事務局：  わかりました。申しわけございません、今最後に言われ

た件につきましてはちょっと個別に先生にご相談をさせてい

ただいた上でちょっとどういうような表記がいいかというの
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は事務局として模索をさせていただきます。それについては

今回間に合わないかもしれないんですけれども、できるだけ

早く反映できるように努力してまいりたいと思います。 あり

がとうございました。  

 

議長：  今ご質問というか、ご提言ございましたが、例えば注意書

きのところで定期点検というものをもう少し詳しく、機器の

入れ替えによるものとか、そういったもっと具体的な形で明

記するよ うにというご提言がございましたので、よろしくお

願いいたします。ほかにご質問、ご意見 、ございますでしょ

うか。はい、どうぞ。  

 

尾定委員： ６ページと７ページと、それと 12 ページに関わること

なんですけれども、欠測のその理由が６ページ、７ページに

関 し て は 停 電 に よ る も の と い う ふ う に 記 載 さ れ て お り ま し

て、12 ページは機器の不具合によりというのが原因に書いて

あるんですけれども、停電で欠測しましたというのはわかり

ますけれども、その停電の原因はどういうことだったのかと

いうこと、それはできるだけ欠測はそういう何か突発的なそ

ういう欠測はないほうがいいと思うので、その停電はどのよ

うにしたら回避できるものか、その対策というのはとられて

いるのかどうなのかということと、12 ページの機器の不具合

というのはこれも対応可能な状況なのかどうなのか、欠測を

起 こ さ な い よ う な 対 応 策 と い う の は と ら れ ま し た で し ょ う

か。  

 

事務局：  今のご質問の機器につきましては東北電力のほうで管理

をしている関係がございますので、東北電力のほうからご説

明させていただきます。  

 

東北電力：  担当のほうから説明させます。  

 

東北電力：東北電力の佐藤でございます。先ほどご質問の ありまし

た、６ページのほうの欠測でございますが、これは停電とい

うことで、台風によりまして欠測したもので す。江島と寺間

は離島でございますので、行くのに時間がかかってしまって

欠測が生じた ものです。欠測はできるだけしないように無停

電電源装置を設置しておりますけれども、容量がございまし

て、それで欠測してしまったという状況でございます。もう

１点の 10 月 16 日から 23 日までの欠測でございますけれど

も、これにつきまして も同様に 台風により欠測したものです。

できるだけ欠測を減らすよう に水中ポンプを二重にして採水
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しており 、どちらかが壊れても大丈夫なように 対策をとって

おりましたが 、台風で波が荒れまして、 水中ポンプが２台と

も損傷してしまったものです。 本来であればもう少し早く復

旧が可能ですが、このときは海が非常に荒れまして、なかな

か沿岸に近づくことができない 状況であったために、 少し欠

測期間が長くなってしまったという ものでございます。これ

らにつきまして我々としてできるだけ対策をとって、欠測期

間をできるだけ短くするように今後とも進めてまいりたいと

いうふうに考えてございます。  

 

議長：  それでは、電力さんのほうでこういったこと には、対策を

講じるようにご検討をお願いしたいというふうに思います。

ほかにご質問ございますか。はい、どうぞ。  

 

石森（市）委員：  資料の 18 ページ、核種分析結果が出ております

けれども、 23 年度から 24 年度、かなり高くなっているなと

いう思いがあります。これは女川原子力発電所のせいではな

いと、福島の第一原発の影響だろうというお話で説明がござ

いました。こういう数値が出ますと 魚介類、あるいは農産物

で風評被害というものがこういうところから出るのかなとい

う思いもございます。これ県のほうでは説明されたんですけ

れども、どういう対策とか考え ておられるのか、その辺伺い

たいなと思います。  

 

議長：  それでは、事務局のほうでこの数字、値についてもどうい

った値なのかも知りたい委員の先生方もおられる ので、どう

いった状況なのか、そしてまた、今までどういったこの風評

被害に対して対策を講じてきたのかということで、これはち

ょっと農林水産、長田次長さんのほうになると思いますけれ

ども、原子力安全対策課のほうと水産担当で半分ずつお答え

願いたいと思います。  

 

事務局：  それでは、原子力安全対策課のほうからはこれらの数字

について、このご説明をさせていただきます。基本的に は現

在の状況というものがどういう状況にあるかということを技

術会とかこの協議会でご確認をいただくということで、あり

のままの数字で私どもが測定した形で出させていただいたも

のです。これらの数字につきまして は毎年年報でご報告をさ

せていただいておりますが、どのぐらいの被ばく 量、これを

食べ続けたことに よってどれぐらいの被ばく 量があるかとい

うような結果を出させていただいております。今ちょっと手

元に平成 24 年度分の年報はございませんが、たしか健康には
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影響を及ぼすレベルではないというふうなちょっと一文も、

お医者様の先生もいら っしゃいますので確認をしていただい

た上で公表させていただいています。あと、私どものほうは

基本的にはそういったことで皆様方に直接的なそういう情報

を提供するという立場から迅速にそういうような公表に努め

ておりますし、また、一文そういったものも入れさせていた

だ き な が ら 皆 様 に ご 確 認 を い た だ い て い た か と 考 え て い ま

す。あと、県といたしましての風評被害対策等につきまして

は農林水産部のほうからご説明申し上げたいと思います。  

 

事務局：  それでは、風評被害のほうの対策について、農林水産部

の長田と申しますが、ご紹介させていただき ます。まず１つ、

放射能関係についてはやはりまず１つ正確な数字を出すとい

うことが１つ大事だと思います。まず、流通している農林水

産物、食品については県産のものは安全だという体制の下、

十分な検査を行いまして、 100 ベクレルという１つの厚生労

働省からの数字もございますので、それらのものが流通しな

いように検査体制、シンチレーション、それからゲルマニウ

ム含めて、水産物だけではなくて農林の産物についても非常

に実はいろいろな種類をくまなくやっておりまして、それに

ついてまずは１つは公表して、それについてきちっとした体

制でやっ ているということについて消費者の方々に理解して

もらうことをまず大事にしております。それからもう１つ、

それらについて消費者の心理的な部分が風評という部分では

ございますので、これらについていろいろな媒体物、例えば

マスコミ、それから新聞、いろいろな食品なんかの雑誌がご

ざいますので、そういうものについても宮城の風プロジェク

トという形で食産業振興課、並びにあと、どうしても東京と

か大阪の部分で心配される方が多いということもあるので、

そちらのほうを中心にいろいろな品評会、宮城の産物を売り

込む、そういうふうなものについての 展示販売会といったよ

うなものについても幅広くやっております。またあと、なか

なか風評についてはこういったような本当の一次産品ばかり

ではなくて、水産加工品とか、そういう農産加工品も含めて

なかなか手にとっていただく方が震災前に比べて少ないとい

うこともあるので、その辺についても名古屋とか大阪を中心

にいろいろなチャンネルを通じて宮城の産物についてＰＲを

するように努めております。以上です。  

 

議長：  どうぞ。  

 

石森（市）委員：  私の浜ではカキ養殖が今盛んなんです。それで、
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今年のカキの販売価格というと採算割れを起こして いる状況

なんです。これはこれから先、福島第一原発の影響が長く続

くんであれば漁業に与える影響というのははかり知れな いも

のがあるのかなと思います。それで、国のほうでは何かこの

頃見ない 振りをするといいますか、そういったような感じで

ございますけれども、県としても国のほうへ一日でも早く収

束できるような方向でやってもらいたいなと、申し入れをし

てもらいたいなという思いもございます。何せ今朝の地元紙

においても 100 トンの汚染水が流れ出たということが報じら

れました。こういうことが東京や大阪や、そっちの消費地の

風評被害に拍車を かけているんじゃないかと思っているんで

す。私どもにとりましてはカキ養殖なんかこういうふうに打

撃を受けますと死活問題ですから。よろしく、若生議長、お

願いしたいと思います。  

 

議長：  ご意見、もっともでございまして、私の真正面にいるのが

環境生活部長でございまして、福島原子力発電所で例えば漏

水事故が起きたとか、そのたびに彼が、あるいは知事が国の

ほうに出向いて二度とこういうことが起きないようにという

ことと、あとさらに、迅速な連絡、報告、これをよこすよう

にという、説明を求めるということを強く今までも申し上げ

てきております。ですから、また今後ともそういった形でし

っかり我々としても責任を果たしていきたいと思っておりま

す。また、数値のほうでちょっとまだ先ほど課長のほうから

説明なかったんですけれども、福島原子力発電所事故前以上

の数値は出ているんですけれども、直後よりは、ここの表を

見ていただいてもわかりますように、徐々には低くはなって

きております。ただ、これ安心できませんので、監視協議会

でこういった数字を出しながら、女川原子力発電所起因だけ

でないところについても我々こういった資料を用いながらし

っかり対応させていただきたいというふ うに思っております

ので、ぜひよろしくお願い申し上げます。  

 

石森（市）委員：  よろしくお願いします。  

 

長谷川委員： この 18 ページの表 ですが、従来の 報告書 を見ていた

だければ わかるとは思うんですが、やはり年月とともにど の

ように変わってきているか を示して、少しでも安心していた

だく。この協議会でできることはそ のようなことじゃないか

と思って います。表や図にして 、例えば海産物（中の放射能

濃度）が年月とともにどうなっているか ぐらいは割合簡単に

示していただけると思います。検討いただければ と思います。 
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石森（市）委員：  定期的に公表していただくようにお願いしたい

と思います。  

 

議長： よろしいですか。数字は定期的にこれは出していますんで、

皆さん見れるような状況にはなっておりますが、もっと見や

すいような形でというご要望がありましたので、事務局のほ

うで工夫をお願いしたいと思います。それでは、次の温排水

のほうの調査結果についてご説明をお願いいたします。  

 

  ロ  女川原子力発電所温排水調査結果（平成２５年度第３四半期報

告）について  

    （事務局から 説明）  

 

議長：  ただいまの説明に対しましてご意見、ご質問ございました

ら、お願いいたします。  

      

〔な  し〕  

 

議長：  よろしいですか。御意見、 ないようでございますので、先

ほどの環境放射能調査結果並びに温排水の調査結果、この件

につきましてはこの協議会をもちまして皆様にご確認をいた

だいたということでよろしいでしょうか。  

    

〔は  い〕  

 

議長：  ありがとうございます。 それでは次に入らせていただきま

す。  

 

（２）報告事項  

   女川原子力発電所の状況について  

    （東北電力から説明）  

 

議長：  多岐にわたる説明 でございましたけれども、皆さんのほう

からご質問ございましたら、どうぞお願いいたします。はい、

どうぞ。  

 

新井委員： 14 ページで事故が起きた場合にはというところで検討

されているということは非常にいいことだなと思って拝聴し

ておりました。その前の 12 ページですが、 12 番目ですが、

質問があります。一番最後のところなんですが、 275 キロボ

ルトの送電線 4 回線と 66 キロボルト送電線１回線をそれぞれ
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異なる変電所へ接続とありますが、結構なことだと思います

が、質問は 275 キロボルト系統と 66 キロボルト系統をそれぞ

れ別にしたの か、５回線が別になっているのかというところ

を確認したいなと思いました。よろしくお願いします。  

 

東北電力：  これにつきましては３カ所の変電所に 接続してござい

ます。牡鹿幹線の２回線につきましては石巻変電所、それか

ら松島回線２回線につきましては宮城中央変電所、そして、

残りの塚浜支線、これには女川変電所と３カ所に分けさせる

という体制をとっ てございます。  

 

新井委員：  ありがとうございます。  

 

議長：  ほかに。はい、どうぞ。  

 

長谷川委員：  幾つかあるんですが、まず、８ページのところで新

規制基準への適合性審査申請 についてです。 福島第一事故の

教訓、福島についてはいろいろなことが新聞などで報じられ

てある程度はわかると思います が、海外の知見等というのは

どういうことを念頭に入れて考えたのかということが第１点

です。それから 第２点、 11 ページの津波対策で す。このよう

な高さの 壁を設けておられるのですが、津波というのは高さ

だけでなくてスピードというか、運動量というの ですか、そ

ういうことも問題になるはずで、そこはどういうふうに考え

ておられるのか。簡単のため高さだけでご説明された とは存

じますが、ちょっと説明いただきたいと思いま す。それから、

第３点目は、今質問でもありました ように、５系統をそれぞ

れ異なる変電所へ接続とあります。（３．１１以前の） 古い

資料でも５系統は もともと異なる系統だった のではと思われ

ます。どこを改善したのでしょうか。本日の説明によれば、

今まで一緒だったんだけれども別にしたというふうにとれる

のですが、昔の資料を見るともともと別なんです。それ が素

朴な疑問 です。それから第４点、 14 ページで気になるのは、

このベントとか大気放出と書いてあります が、どういうこと

を考えておられるのか。ベント、ベントフィルターで十分な

のかどうかを説明いた だきたい 。それから、たくさんあって

申しわけありません。第５点目、15 ページでは確率論的評価

の知見等を活用し 20 の事故を想定したと ありますが、どうい

うことを考えて、代表例は何か を説明いただきたい。それか

ら第６点目、最後のほうへ行って 22 ページ、原子炉建屋貫通

があります。原子炉建屋の密閉性の重要性ということが 作業

する人には余り認識されていないのじゃないかと懸念してい
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ます。それについて失礼なことを言いますが、東北電力の職

員の方が工事仕様マニュアルをつくるときに直接 現場をよく

見て、考えて仕様書を書いていただくように していただきた

い。そういうことを確認したいと 思います。こういうような

ことは昔の技術者ですと、そんなことは仕様書に書か れてい

なくてもちゃんと常に 頭に入っているということ じゃなかっ

たのではないでしょうか。 こういうことが例えば福島でも起

こっているわけです。例えば熱電 対。本来は 100 ボルトかけ

てテストするところを何も考えずに 250 ボルトそのままかけ

たことがありました。工事する方も なんというか 基礎的技能

・経験などが、昔から比べると 、少し劣っているんじゃない

かとも思います。 本来ですとそういうことは書かれていなく

ても技術者・作業員の方が「電力さん、これは書いていない

けれどもこうするんですよ ね」と逆に言うぐらいの技能があ

ったはずなのに、どうもそうでないような時代になってきて

いるのではないでしょうか 。“そういうことも注意しろ” と

か、あるいは “よく注意します”とかいう話だけじゃ済まな

いようなところが多々出てきているような気が します。そこ

らも含めて説明いただければなと思います 。ちょっとたくさ

んで申しわけありません。  

 

東北電力：  はい、承知しました。それでは、まず８ページのほ  

うの海外の知見というところからご説明します。この海外知  

見、いろいろあるんですけれども、例えばアメリカですとど  

ちらかというとモバイル系、可搬型系のものを扱っ てもいい  

という規制がございます。そういったことを踏まえまして、  

今まで我々の対策というのは恒設的なもの、 どちらか という  

とつくって備え付けているよ うなものうなものしか従来やっ  

ていなかったんですが、今回対策 を行ないました電源車とか、

いろいろなものについて可搬型、運んでいってやると。ポン

プにつきましてもポンプを 車に乗せていって、そのポンプを

使う。そういうモバイルの思想を入れているというのが海外

の知見を入れ ているようなところでございます。逆に海外で

は地震や津波などの関係が弱くて、これについては日本が世

界で一番強化されているというようなところでございます。

それから、次に波力の件でございます。11 ページのほうにあ

りますけれども、波力も我々考えてございます。通常波力と

いうのは 、正面に当たったとき、津波高さの３倍 を見るとい

うことがございますので、今回も津波高さの３倍程度の静水

圧を波力として考えているというものでございます。それか

ら、12 ページにあります変電所の件、これは先生おっしゃる

とおりでございます。従来から３カ所に接続して ございます。
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ただ、今回女川の場合も５回線あるうちの４回線が地震で壊

れたと、特に碍子関係が壊れたので、この碍子が 地震で壊れ

ないような対策、こういったものも別にやってございます 。

それから、14 ページのほうに先ほど言いましたフィルターベ

ントについて記載して ございます。フィルターベント は、大

体放射能濃度を 1,000 分の１以下には抑えることができると

いうことで、我々今これで十分かと思ってございます。現在、

原子炉建屋の上から放出することを考えていまして、標高 50

メートル、地上高 36 メートルの ところから 放出していくとい

うところで、国の基準 は十分満足していると思っていますが、

今、国のほうからもさらなる低減 対策を考えてほしいという

ことも審査で言われていまして、具体的に言いますと有機ヨ

ウ素というなかなかとりにくいものがございます。これにつ

いても最初の タイプですと有機ヨウ素がなかなかとれないタ

イプだったんですが、その有機ヨウ素もとれるようなことも

今検討しているところでございます。それから、15 ページの

ほうにございます、こちらのほう確率論的リスク評価、20 個

のシーケンスというところで書いてございます。大きく、例

のところにも 書いてございますが、炉心損傷防止対策あるい

は格納容器破損防止対策、それから使用済み燃料 プールに入

っています燃料とか、あるいは停止中にも燃料がありますの

で、そういったものが壊れないような対策をしていくという

ことを 20 の事象でやってございます。その１つの例が一番下

のほうに書いてございます。これ は全交流電源喪失、今回の

福島のような事象でございます。そういったことに対し 、ど

ういったことをやっていくのかという流れを書いてございま

す。例でご説明しますと、全交流電源喪失した場合には原子

炉隔離時冷却系、これ電源がなくても回 りますので、これを

用いて高圧注水すると。これがだめになって交流電源喪失、

それから除熱もできなくなったと判断したら、ガスタービン

発電機による交流電源を確保すると。その後、 これもだめだ

ったら可搬型熱交換機による格納 容器の除熱、それから、逃

がし安全弁による減圧あるいは低圧注水系による注水をやっ

ていって冷却を図る。こういったところをいろいろなシーケ

ンスで見ていくということをやってございます。こういった

ものが 20 個あると。ほかにも例えば大 破断 LOCA や、原子炉

停止時の機能喪失、要は制御棒が入らなかった場合を想定す

る事故など、そういったものをいろいろ検討してやっている

ところでございます。最後ですが、21 ページのところにござ

い ま す 穴 開 け で 失 敗 し て し ま っ た と い う と こ ろ で ご ざ い ま

す。これは先生がおっしゃるとおりのこともございます。そ

ういったことで見られることもございますが、実はこの作業
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員はもう何十年もやっているベテラン の方です。なぜやって

しまった のか理由を調べた ところ、作業環境が悪かったん で

す。ちょうどその穴を開けるところに電源盤みたいなものが

あって邪魔だったんです。そういう 状況で作業したために、

ついそちらに気をとられてやって しまったというところもあ

りますし、そういったことも踏まえましてやはり目印を付け

て、色分けをして、しっかり認識できるようにしていかない

とまずいなと。やはり１本のドリルで２つの穴をやっていく

というのは、そういう間違いも起きてしま いますので、そう

いうことをやめていくと。やはり山は山、谷は谷をドリル 使

って、そういったことでやってまいりますので、決して作業

員の技量が落ちているというものではありません 。以上でご

ざいます。  

 

長谷川委員：  やはり最後の件ですが、労働環境というか、あるい  

は過重労働追われたとか、何かそういうことがないように、  

余裕を持っていくように作業環境をよくしていただきたい。  

お願いします。  

 

議長：  ほかにご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。ございま

せんでしょうか。  

      

〔な  し〕  

 

議長：  ないようですので、その他が事務局のほうで何かございま

すでしょうか。  

 

事務局：  事務局のほうからは、もう少し先のお話になりますが、

皆様のほうにご案内をさせていただきたいという事項がござ

いまして、ご連絡をさせていただきます。何かと申しますと、

今、女川原子力発電所２号機の安全審査の申請が出されたと

ころでございますが、新しく委員になられた先生方がたくさ

んいらっしゃいます。そういうことで、県といたしましても

女 川 原 子 力 発 電 所 の 現 状 を そ の 目 で 確 認 を し て い た だ き た

く、視察会を計画 させていただきたいと考えております。そ

れで、技術会の委員の方と、それから本協議会の委員の方々

にご案内をさせていただきます。なお、この４月に人事異動

等で人の入れ替わりもございます 関係から、一応計画といた

しましては５月下旬から６月の頭にかけて 計画をさせていた

だきたいとは考えてございます。そういったことで、改めて

また委員の皆様にはどういう行程でとか、 それからあと何を

見ていただくかということも含めましてご案内をさせていた
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だきますので、ひとつご承知おきいただければと思っており

ますし、できるだけ都合をつけて現在の女川原子力発電所と

いうのはどういう状態にあるのか、機器がどういうような形

になっているのかということも含めてご視察いただけるよう

に、まず頭出しではございますが、ご連絡を申し上げたいと

思います。改めてご連絡申し上げるということでございます

ので、ご連絡としては以上です。  

 

事務局：  次回の協議会の開催日を決めさせていただきます。３カ

月後の平成 26 年５月 27 日火曜日 、仙台市内での開催を提案

させていただきます。なお、開催日時は時期 が近くなりまし

たら確認のご連絡をさせていただきます。  

 

議長：  この次回のこの協議会と現地見学会が前後するか、同じに

はならないんですね。  

 

事務局：  同じ場所で開催できれば多分委員の皆様のご負担を減ら

すことはできるかと思うんですけれども、ちょっと会場の確

保ですとか、それから あと、皆様もご存じのように大変セキ

ュリティーが厳しくございます。原子力発電所 の入所につき

ましては 。そういったような関係から、協議会の開催と、そ

れからあと視察会の開催は ちょっと別な日で計画をさせてい

ただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。  

 

議 長 ：  は い 、 わ か り ま し た 。 そ れ で は 、 次 回 の 協 議 会 、 予 定 と

い た し ま し て は ５ 月 27 日 の 火 曜 日 、仙 台 市 内 と い う こ と で

ご ざ い ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い を 申 し 上 げ た い と 存 じ ま

す 。 それでは、これで本日の議事が終了いたしましたので、

議長の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうござい

ました。  

 

事務局：  長時間ありがとうございました。それでは、以上をもち

まして、第 128 回女川原子力発電所環境保全監視協議会を終

了させて いただきます。本日はありがとうございました。  

 

 


